
 

                           ① 

平成２６年６月２３日招集 

 

 

 

 

 

埼玉県議会定例会議案 
 



                                   目                         次 

頁 

第 ８８ 号議案 平成２６年度埼玉県一般会計補正予算（第２号） ·····································································································   1 



- 1 - 

第８８号議案 

      平成２６年度埼玉県一般会計補正予算（第２号） 

 平成２６年度埼玉県一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,907,520千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,755,195,537千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表地方債補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

5 地 方 交 付 税     181,306,400  3,074,591  184,380,991  

   1 地 方 交 付 税  181,306,400  3,074,591  184,380,991  

9 国 庫 支 出 金     170,402,057  10,429,390  180,831,447  

   1 国 庫 負 担 金  108,266,961  163,947  108,430,908  

   2 国 庫 補 助 金  58,478,394  10,243,840  68,722,234  

  

 

 

 

 

 

3 委 託 金  3,656,702  21,603  3,678,305  

12 繰 入 金     88,419,871  1,284,539  89,704,410  

   2 基 金 繰 入 金  84,858,948  1,284,539  86,143,487  

15 県 債     311,283,000  119,000  311,402,000  

1 県 債  311,283,000  119,000  311,402,000  

歳 入 合 計  1,740,288,017  14,907,520  1,755,195,537  
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 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

5 労 働 費     7,699,503  21,603  7,721,106  

   2 職 業 訓 練 費  3,678,441  21,603  3,700,044  

6 農 林 水 産 業 費     34,524,771  14,558,534  49,083,305  

   1 農 業 費  20,299,556  14,558,534  34,858,090  

11 災 害 復 旧 費     680,072  327,383  1,007,455  

   1 農林水産施設災害復旧費  28,752  42,450  71,202  

   3 教 育 施 設 災 害 復 旧 費    284,933  284,933  

歳 出 合 計  1,740,288,017  14,907,520  1,755,195,537  
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第２表 債務負担行為補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変  更 （単位 千円）  

 
事                   項 

補 正 前  補 正 後  

期 間 限 度 額  期 間 限 度 額  

  平成２６年発生都市施設災害復旧事業 

  

 平 成 2 7 年 度   

  

959,900 

  

 平 成 2 7 年 度   

  

2,686,900 
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第３表 地方債補正  

 

 追  加                                                                                                         （単位 千円） 

起  債  の  目  的 限  度  額 起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法  

 

教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業   119,000   

普通貸借又は証券発行（他 

の地方公共団体との共同発 

行を含む。）。ただし、発 

行価格が額面金額を下回る 

ときは、その発行価格差減 

額をうめるため必要な金額 

を限度額に加算した金額と 

することができる。 

  

10％以内。ただし、利 

率見直し方式で借り入

れる資金について、利 

率の見直しを行った後 

においては、当該見直 

し後の利率とする。 

  
政府資金についてはその融通 

条件により、銀行その他の場 

合はその債権者と協定した融 

通条件による。ただし、県財 

政の都合により据置期間を短 

縮し、若しくは繰上償還又は 

低利に借り換えることができ 

る。 

 

 

  平成２６年６月２３日提出 

                                                                     埼 玉 県 知 事    上 田 清 司 

 
 
 

 

 

 
 


